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１【提出理由】

当社は、2023年２月21日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年２月21日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年

９月１日から施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるもの

であります。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるた

め、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

②当社は、2023年１月31日開催の取締役会において、委任型執行役員制度を導入することを決議いたしまし

た。導入した目的は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行におけ

る責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するためとなり

ます。委任型執行役員制度の導入に伴い、定款第17条（取締役の員数）を変更するものであります。

 
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金子麻理、能美裕一、高橋伸彰及び柳澤大輔を選任する

ものであります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役として、松本直人及び佐藤孝幸を選任するものであります。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　補欠の監査等委員である取締役として、西野比呂子を選任するものであります。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分は50,000

千円以内）とするものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案 35,258 109 0 (注)１ 可決 97.68

第２号議案    

(注)２

  

　１　金子　麻理 35,231 136 0 可決 97.60

　２　能美　裕一 33,649 1,719 0 可決 93.22

　３　高橋　伸彰 35,225 142 0 可決 97.58

　４　柳澤　大輔 27,666 7,701 0 可決 76.64

第３号議案      

EDINET提出書類

株式会社フィル・カンパニー(E32571)

臨時報告書

2/3



　１　松本　直人 35,250 117 0 (注)２ 可決 97.65

　２　佐藤　孝幸 35,247 120 0 可決 97.65

第４号議案 35,260 107 0 (注)２ 可決 97.68

第５号議案 35,021 346 0 (注)３ 可決 97.02
 

(注) １．第１号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

３．第５号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま

す。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、

賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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